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０　･普天間飛行場

１　導入

　提案されている行動では、現在配備されている２個ＣＨ－４６Ｅ中隊

　（２４機）に換わり、２個のＭＶ－２２中隊（２４機）が沖縄の普天間飛

行場に配備される（図１－１を参照）。行動には、２つのコンテナ型シミ

ュレータを設置するためのコンクリート・パッドの拡張と、ＭＶ－２２の

運用、整備、支援するため、４００名の要員の交替が含まれる（人員の総

計は変わらず）。第２章で述べたとおり、ＣＨ一４６Ｅは、キャンプ・キ

ンザーにて、解体、武装解除され、再利用のために加工される。訓練及び

即応運用が、普天間飛行場や在日米軍施設・区域の訓練区域、着陸帯、航一

法経路で実施される。提案されている行動の詳細については、２．２を参

照。

　本章（第３章）では、環境レビューは普天間飛行場に焦点を当てる。入

手可能な最善のデータを使用し、現状の環境状況と、提案されている行動

により、普天間飛行場及びその周辺地域における飛行場の使用・管理、騒

音、土地利用、大気質、安全、生物資源及び文化資源に係る重要な環境問

題を比較する｡訓練のために使用される日本本土の訓練区域及び他の施設

の使用に関する議論は、第４章で取り扱う。

３．２　飛行場の使用及び管理

　本節では、普天間飛行場における飛行場の使用について分析する。普天

間飛行場は、沖縄や日本本土の軍事施設・区域で訓練や即応運用を実施す

る航空機の本拠地を形成する。使用に関しては、現在及び提案されている

行動の性質及び回数を考慮し分析する。飛行場管理では、飛行場を含む空

域の管制及び構造について取り扱う。

３．２．１　現在の環境

　普天間飛行場は、９、０００フィートの０６／２４滑走路１本、３つの

ヘリパッド及び１つの制限地着陸帯を有している。第１海兵航空団は、現

在、普天間飛行場において、２４機のＣＨ－４６Ｅを含む計３９機の回転

翼機を運用している（表２－１を参照）。固定翼機について、普天間飛行

場は、３機の小型ターボプロップ貨物機／ＶＩＰ輸送機及び１５機のＫＣ
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－１３０Ｊ輸送機の運用を支援している｡後者は２０１４年岩国飛行場へ

の移駐が予定されている。一時的に飛来する航空機は、使用頻度順に、Ｆ

Ａ－１８Ｃ／Ｄ、ＫＣ－１３５、Ｃ－５、Ｈ－６０、Ｆ－１５（表２－２

を参照）である。普天間飛行場の現在の運用は、年間約２ ３、０００回。

最近（２００１年から２００８年）の年間運用回数は、最低２ ３、０００

回から最高３ ８、０００回に亘り、平均すると３ ２、０００回（ワイル社、

２０１２年）。

　普天間飛行場での航空運用は通年実施されており、着陸、離陸、人や物

の輸送を含む様々な訓練から成る｡普天間飛行場における固定翼機の離陸、

着陸運用は飛行場既存の滑走路に限られており、主に管制空域での現地で

のパターン･ワークを伴う｡ヘリコプターは､固定翼機が滑走路上で離陸、

着陸するのと非常に似た方法で、滑走路上のヘリパッドで着陸、離陸を実

施する。回転翼機の着陸の７０％は０６滑走路、１８％は２４滑走路、残

り１２％はヘリパッド２で実施される（図２－１参照）。ヘリコプターの

全ての飛行パターンは滑走路の北部に向かって実施され､ほぼ全体が基地

境界線内に収まる。ヘリコプターの飛行運用は、天候や航空交通状況にも

よるが、主に有視界飛行方式で実施される。周辺地域への騒音を低減する

ため、飛行時間は主に月曜日から金曜日までは７時から２２時、土曜日は

１０時から１８時となっている。

　ヘリコプターは、３つの目標点（キロ・ポイント、タンゴ・ポイント、

シエラ・ポイント）を使用しており、離陸の１ ００％、着陸の９０％はこ

れらの視覚地点を使用している。ヘリコプターが０６滑走路から離陸する

際、２０度右方向へ旋回し沖縄の東海岸にあるタンゴ・ポイントに到達す

るか、８０度左方向に急旋回し北部海岸にある水処理施設付近のシエラ・

ポイントに到達する。ヘリコプターが２４滑走路から離陸する際、１ ４０

度左方向に旋回し東海岸に到達しキロ・ポイントまで飛行するか、１ ８０

度右方向に旋回し、場周経路の順風パターンに沿った後、左後方に旋回し

てシエラ・ポイントに到達する。離陸後、ヘリコプターは海岸に沿って飛

行を続けるか、島を横切って、訓練区域や着陸帯に到達する。ヘリコプタ

ーが着陸する際は、基本的に同じ経路を逆に飛行するが、那覇空港付近を

南西に飛行する際は制約があるため、２４滑走路へ直進し、０６滑走路へ

わずかにオフセットする戦術航空航法システム着陸を用いることもある。

また、普天間を離着陸する航空機は、法科大学校、宜野湾市役所、５８号

線沿いの警察署、全ての学校・大学・医療関連施設、沿岸の石油精製所を

回避し飛行する。

　日本は、空域を、規制されたものと規制されていないものの２つのカテ
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ゴリーに分類している。これらの２つのカテゴリーには、管制空域、特別

空域、その他の空域、非管制空域の４つのタイプがある。管制空域とは、

空域分類に応じ､計器飛行及び有視界飛行双方に対し航空交通管制業務が

提供される定められた範囲のことを言う。管制空域は、管制された空域、

空港運用を支援する空域､そして通過経路を提供する予定された経路を特

定する、ＡからＥまでの５つの異なるクラスから成り立っている（図３．

２－１）。これらのクラスは、パイロットの資格要件や従わなければなら

ない飛行規則、当該空域を飛行する際に必要な機材のタイプも指定する。

別段の許可がない限り、航空機は、空域に進入する前に航空管制施設と双

方向通信の無線を設定し、当該空域にいる間は無線を維持しなければなら

ない。非管制空域はクラスＧに分類される。沖縄のほぼ全域は管制空域と

なっている（図３．２－２）。

　普天間飛行場は、地上管制空域のクラスＤに囲まれており、飛行場の管

制塔が、全ての航空機の着陸、離陸、空域通過を指示している。当該管制

塔は、飛行場が開いている限り、ポジティブ・コントロールを確保してい

る。普天間飛行場のクラスＤ空域は、地上から海抜２、２４６フィートま

で広がっているが、那覇空港及び嘉手納飛行場と近接しているため、面積

が削減されている。また、近接していることから、普天間飛行場、嘉手納

飛行場、那覇空港の滑走路の使用は、常時、那覇ラプコンを通じ調整され

ている。
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　クラスＤ空域の上空は、日本政府が管理しているクラスＢ空域だが、沖

縄の米軍飛行場への進入管制は、嘉手納ラプコンを通じ、米国政府が責任

を持って提供することとなっている（スパワー、２０１１年）。日本政府

は、嘉手納ラプコンに配置された米軍管制官に対し、那覇ラプコン内に場

所、機材及び資材を提供している。

３．２．２　環境への影響

　提案されている行動は、現在、普天間飛行場に配備されているＣＨ－４

６Ｅ中隊（､２４機）を１対１で換装し、計２４機のＭＶ－２２を普天間飛

行場に配備するものである。これにより、普天間飛行場を本拠地とする航

空機の総数の変更は伴わないが、年間約２、６００回の運用（表２－３参

照）が減少、つまり現状（２００８年から２０１１年の年間平均）から１

１％運用が減少することとなる。ＭＶ－２２乗員は、ＣＨ－４６Ｅと同じ

飛行場環境において運用し、また、定着している現地の進入・離陸パター

ンに従う。既存の飛行回避区域や手続きは、引き続き有効となる。提案さ

れている行動により、影響や重大な環境問題は生じない。

　普天間の航空管制塔勤務員は､離陸や着陸に際する既存航空機とＭＶ－

２２との速度の違いを認識している｡管制塔での通常の空域絹枝防止策が、

空域内における異なる航空機の運用に伴う問題を解決する。さらに、移動

あるいは訓練の間､航空機の間隔を最低５００フィート空けることは維持

される。したがって、飛行場周辺の普天間飛行場の空域管理について、新

しい航空機が導入されることによる変化はなく、空域環境に悪影響を与え

ることもない。

３．３　騒音

　影響を受ける環境内での騒音の主な原因は、飛行場の回転翼機および固定翼

機の運用から構成されている。以下の節では、普天間飛行場の既存の騒音環境

について検討し、ＭＶ－２２の配備に起因する騒音環境における変化を示し、

提案された措置が実施された場合の、騒音環境における変化の潜在的な効果を

査定する。付録Ｃは、ＭＶ一２２配備の提案の評価を支持するために行われた

騒音スタディ（ワイル社、２０１２年）で構成されている。

３．３．１　騒音測定基準及びモデル化

３．３．１
１

資源の定義
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　騒音は望まれていない音である。音は我々の周囲の全てにある；例えば睡眠

や会話のような通常の活動を妨げる場合、音は騒音となる。音は、空気の様な

媒体を通過し、人間の耳により感じ取られる微細な振動で構成される物理的な

事象である。音が快適と判断されるか（例えば音楽）、不快と判断されるかとい

うことは、聞き手の現在の活動、過去の経験および音源に対する受け止め方に

大いに依存している。

　人間の耳が快適に感知できる最大の音は、かろうじて感知できる音の強度の

１兆倍高い強度の音である。このような莫大な範囲のため、音の強度を示すの

に、直線状の単位を使うことは、非常に困難であろう。結果的に、デシベルと

して知られている対数の単位が、音の強度を表す単位として用いられている。

そういった代表的な単位が、騒音レベルと呼ばれている。騒音レペルのＯデシ

ベルは、おおよそ人間の耳の闇値であり、極めて静かな聴取環境下で、かろう

じて聞き取れるものである。通常の会話は、騒音レベルで約６０デシベルであ

る；騒音レベルが１ ２０デシベルを超えると、人間の耳の内部に不快感が覚え

られ始める。騒音レベル１ ３０デシベルから１ ４０デシベルでは、痛みが感じ

られる（パークランドとリンドヴァール、１９９５年）。

　個々の事象の騒音レベルにおける、平均的な人間の耳が感知できる最小限の

変化は約３デシベルである。累積騒音レベルでの３デシベル未満の変化は、知

覚されないと考えられている（付録Ｃ）。平均して、人間は、騒音レベルで約１

０デシベルの変化を、音の音量を２倍すること（あるいは半減すること）と知

覚し、この関係は、大きな音でも静かな音でも変わらない。騒音レペルで１０

デシベルの減少は､実際には､音の強度における９０％の減少を示しているが、

知覚できる音の大きさにおいては、人間の耳の非線形の反応（大部分の人間の

感覚と類似）により、５０％しか減少しない。補足の詳細は付録Ｃにおいて提

供されている。

Ａ特性音圧レベル

　騒音の周波数は、サイクル毎秒またはサイクル毎秒の標準的な単位であるヘ

ルツに換算して測定される。標準的な人間の耳は、周波数約２０ヘルツから１

５、０００ヘルツまでに及ぶ音を感知することができる。しかしながら、この

広範囲に渡る周波数における全ての音が、人間の耳に等しく聞こえているわけ

ではなく、人間の耳は、周波数１０００ヘルツから４、０００ヘルツの範囲で

最も敏感である。重み付け曲線は、種々のタイプの音の感度および知覚に相応

するように展開されてきている。Ａ特性騒音は、非常に高い周波数および非常

に低い周波数（５００ヘルツ未満および１００００ヘルツ超）を調整すること

により、人間の耳の低い感度をそれらの周波数に近づけるため、周波数を明ら
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かにする。

　Ａ特性を用いて測定される騒音レベル、すなわちＡ特性音圧レベルは、しば

しば、デシベルよりもむしろｄＢＡまたはｄＢ（Ａ）と表示される。Ａ特性の

使用が理解されている場合は、「Ａ特性」という形容詞はしばしば省略され、測

定値はデシベルとして表現される。この報告書においては（大部分の環境影響

評価書類におけるのと同様に）、デシベル単位はＡ特性音圧レベルに使用される。

　騒音の強度が周辺騒音あるいは暗騒音の音圧を超える場合、騒音は問題とな

るかもしれない。普天間飛行場周辺のような大都市の都市化されたエリアにお

ける周辺暗騒音は、６０デシベルから７０デシベルに渡っており、８０デシベ

ル以上にもなり得る；静寂な郊外地域では、周辺騒音は約４５デシペルから５

０デシベルである（米国環境保護庁、１９７４年）

　図表３．３－１は、典型的な騒音によるＡ特性音圧レベルの一覧表である。

一部の騒音原因は（エアコン、電気掃除機）、レベルが一定の間不変である、連

続的な音である。一郎（自動車、大型トラック）は、車両が通過する間、最大

の音がする。一部（都市部の日中、都市部の夜間）は長期間にわたっての平均

値である。様々な騒音測定が、以下で検討されているように、様々な時間帯で

の騒音を記述するために作成されてきた。
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　基地における航空機騒音は、一般的に、２つの主要なタイプの騒音事象によ

り構成される：航空機の離着陸、およびエンジン保守運用。前者は、周期性の

騒音として類型化され、後者は連続する騒音として類型化されることができる。

暗騒音を超える飛行運用に起因する騒音レベルは、典型的には、メインアプロ

ーチと出発コリドー下で、飛行場周辺の地元の航空交通パターンで、及び駐機

場と航空機集結エリアに隣接した場所で、発生する。航空機が飛行中に高度を

増すにつれて、騒音の寄与は低いレベルに下がり、しばしば暗騒音と区別がつ

かなくなる。

低周波騒音

　低周波騒音は、ＣＨ－５３およびＭＶ－２２の騒音概要を比較している別個

の環境分析（沖縄防衛局、２０１１年）において、日本政府が検討している。

ＭＶ－２２の沖縄配備及び日本での運用に関する環境レビュー
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日本政府によるこの分析は、ＭＶ一２２に係る低周波音についての唯－の既知

のスタディである。この環境レビューを裏付けるために準備された騒音データ

は、人間の聴覚に基づく超短波および超長波のために調整されたＡ特性音圧レ

ベルを検討した、国防省の他のＭＶ一２２環境影響分析において用いられた基

準及びプロセスと一致している。しかしながら、この環境レビューの準備にお

いて、海兵隊太平洋基地は、このトピックに関して、日本側から提供されたデ

ータを検討し、そしてそのデータは情報提供のため、この中でも議論されてい

る。

低周波騒音の定義

　純粋な音は自然発生しない。現実世界で人間が聞いているものは、周波数ス

ペクトル全体における複数の音から構成されている「複合音」からなっている；

知覚騒音のいくつかの要素は、高周波を持っており、いくつかは低周波を持っ

ている。低周波音の上限の変動は、研究者の間で異なるものの（例えば、１０

０ヘルツから８０ヘルツ）、低周波音は、一般的に、２００ヘルツ以下の周波数

の騒音の要素に対応している。２０ヘルツ未満の周波数においては、騒音要素

は、「超低周波不可聴音」として言及される；そのような騒音はしばしば、聞こ

えたというよりもむしろ感じたと記述される（例えば、ステレオシステムの低

音）。大気も、壁／構造物も、高周波音を減衰させるほどには、低周波音を減衰

させない。低周波音は、発生源より遠くまで伝わり、それにより、しばしば音

源を特定することが困難となり、多くの低周波音は、建物の外側から内側へ伝

播される（パートナー、２００７年）。低周波音はしばしば、窓がガタガタ鳴る

といった構造物振動の原因を代表する。しかしながら、低周波音による、構造

物あるいは住宅への損害の明白な証拠を、決定的に確立した研究はない。

　この低周波帯での騒音は､現代式の､高度に発展した環境のいたるところで、

発生する。ディーゼルエンジンまたは遠雷の音は、騒音の象徴であるが、実は

そのエネルギーの多くは低周波帯において発されている。そういった環境にお

ける、ほとんど全ての騒音は、誰にも知覚できないほど低いレベルで発生する

ことが多いものの、低周波騒音周波帯における要素を含む。これらの低周波の

場合、騒音が、耳で知覚できる非常に高い音圧レベルにおいて発生している。

低周波音が重要な要素となる、良く知られた騒音源は、交通、列車、ロックコ

ンサート、航空機、および工業機械が含まれる。航空機は離陸の横揺れ、滑走

路での加速および着陸の間の逆噴射の間、最も高い低周波音を発していること

が、証拠により示されている（パートナー、２００７年）。ジェット機のケース

では、低周波音は、航空機の後方に数百フィーﾄ伝搬する。影響を受ける区域

の大きさ及び形は、航空機の型とエンジンによって決まる。回転翼機は、ホバ
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リング時と同様に、垂直離着陸の間、高レベルの低周波音を発生させる。

　低周波騒音の性質及び効果は、完全には理解されていないままであり、いく

つかのケースにおいては、一貫性がなく定義されている。低周波騒音及び低周

波騒音が人体に及ぼす影響を明確にする闇値は、国や研究者の間で異なる（例：

ハンセン、２００７年）。さらに、低周波騒音の探知及び測定は、特に従来型の

装備を用いる場合、困難を生じる。そのため、低周波騒音の研究の大部分は、

実験室ベースとなる。利用可能な研究報告書の検討により、航空機産業からの

低周波騒音の効果に関する研究が殆ど実施されてこなかったことが示唆される。

大部分は、固定された発生源による不快感に基づいている。

低周波騒音の報告された影響

　生理学的な影響あるいは心理学的な影響は、低周波騒音に長期間さらされる

ことに原因があるとする論争が､実際の影響なしから、実質的な健康悪化まで、

あらゆる角度からの意見と共に続いている。低周波騒音に対する感度は、人に

より大きく異なる、従って、ある人には聞こえるかもしれない低周波騒音を、

別の人は間くことができないかもしれない。また、２人の人間がある騒音を聞

き始める闇値は同じかもしれないが、片方の人間にとっての「不快感の闇値」

は、もう一方の人間のそれよりもずっと低いかもしれない。個人が体験してい

ると断言する影響には、不快感、ストレス、頭痛、あるいは、自分に聞こえて

いる音が周りの人には聞こえていないというフラストレーションが含まれる。

他に主張されている身体的影響には、胸壁振動、呼吸障害、腹壁振動による吐

き気、耳圧及び耳痛、疲労、頭痛、吐き気の可能性及び睡眠障害が含まれる。

低周波騒音に聞する多くの不満は､中年を過ぎた人々からである。このことは、

高周波騒音が聞き取りにくくなり、それ故に、低周波での騒音により注意が向

くという点で年齢が関係する聴力の喪失（老人性難聴）によるものであるかも

しれない（公共医学衛生、２０１０年）。いくつかの研究の報告によれば、超低

周波不可聴音への長期間に渡る暴露は、心拍数の増加や不快感といった身体的

な影響を、人間に対し及ぼしうる（Qibai and Shi、2004年）。騒音につい

ての不快感は、高周波より低周波でのラウドネスが増大することに伴って、よ

り急激に増大することが示されてきた。言い換えれば、中間周波数騒音あるい

は高周波騒音よりも、低周波騒音の場合に、ラウドネスのわずかな増大で人は

不快を感じる。

低周波音に関する日本側の評価

　２０１１年、沖縄防衛局は、将来、普天間飛行場を代替する、飛行場を有し

た新たな基地を設立することにより起こりうる影響を検討した環境影響評価書

一一ＭＶ一２２の沖縄配備及び日本での運用に関する環境レビュ
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を公表した（沖縄防衛局、２０１１年）。普天間飛行場代替施設に配備されるこ

ととなっている航空機により発せられた騒音は、沖縄防衛局による環境影響評

価の重要なトピックに含まれており、そして分析の焦点は低周波騒音にあてら

れていた。以下に詳述するとおり、沖縄防衛局の検討においては、普天間飛行

場代替施設の代用として、普天間飛行場の既存の離着陸湯の試験場所を用いて、

ＡＨ一１、ＵＨ－１及びＣＨ－５３ヘリコプターに関する低周波騒音のデータ

を収集した。

　低周波騒音の分析において、沖縄防衛局の環境影響評価は、２つの基準によ

り、低周波騒音が人間に与える可能性のある影響を調査した：（１）不快感、特

に、窓といった建物の設備がガタガタなることに関するもめ；および（２）精

神的または身体的な不快感。不快感は、音圧レベルが特定の周波数において十

分に高い場合、例えば胸腔といった身体の一部分が振動し始める場合に、発生

する可能性がある（レヴェンソール、２００９年）。沖縄防衛局は、他の騒音ス

タディを検討し、環境影響評価書において、上記の２つの基準の闇値曲線を、

以下の図表３．３－２のとおり示した。沖縄防衛局により検討されたスタディ

によると、闇値曲線は、平均的な人が、５から８０ヘルツの間の周波数で、低

周波騒音により不快に感じ始めるかもしれない、おおよその音圧レペルを明確

にし、日本の建物の設備がガタガタなリ始めるおおよその音圧レベルを、５か

ら５０ヘルツの間で明確にする。しかし、環境影響評価書は、航空機のような

一時的な騒音発生源ではなく、工場や建物の設備といった、固定された長期の

騒音発生源に取り組んだ検討を通じて、闇値が作成されたことに留意している。

・　　　　　　　　　　　ＭＶ－２２の沖縄配備及び日本での運用に関する環境レビュー
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３．３．１．２　騒音測定基準

　騒音測定基準は、騒音環境を計量する。この分析のため、２種類の騒音測定

が適用される－１つは、航空機の低空飛行のような単発騒音事象のためのもの

であり、もう１つは、航空機活動の１日当たりの量といった累積騒音事象のた

めのものである。単発騒音事象の範囲内では､以下に記述されている測定には、

最大騒音レベル（Ｌｍａｘ）及び騒音暴露レベル（ＳＥＬ）が含まれる。累積

騒音事象の範囲内には、以下に記述されている測定基準には、昼夜平均騒音レ

ベル（ＤＮＬ）及び他のいくつかのものが含まれる。

最大騒音レベル

　単発事象において、騒音レベルが時間ごとに変化する際に（例えば航空機の

上空通過）測定される、最も高いＡ特性統合騒音レベルは、最大Ａ特性騒音レ

ベル、あるいはＬｍａｘと呼ばれる。航空機の上空通過の間、騒音レペルは、

周辺騒音レベルあるいは暗騒音レベルから始まり、航空機が観測者に最も近づ

いて飛行する時に、最大レベルまで上昇し、航空機が遠のくのにつれて、暗騒

音レペルに戻る。最大Ａ特性騒音レベルは、ほんの一瞬発生する、最大騒音レ

ベルを示す。航空機騒音では、最大騒音レベルが定義づけられる際の「ほんの

一瞬」は一般的には８分の１秒であり、「fast」と注記される（米国規格協会。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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１９８８年）。ゆっくり変化する又は不変の騒音は、一般的には、１秒間で測定

され、「slow」反応と注記される。最大騒音レベルは、会話、テレビあるいはラ

ジオ視聴、睡眠または他の日常的な活動への騒音事象により引き起こされる障

害を判断する際に重要である。しかし､騒音が聞こえた時間が含まれないため、

最大騒音レベルは、事象の嵌入性のいくつかの測定単位を提供するが、事象全

体を完全に説明しない。

騒音暴露レベル

　騒音暴露レベルは、音の強度及び時間の双方を表す複合測定基準である。時

間により異なる個々の騒音事象（例えば、航空機の上空通過）は２つの主要な

特性を有している：事象全体にわたって変化する騒音レベルと、事象が聞かれ

た時間である。騒音暴露レベルは、全体の音響事象の最終的な影響の測定を提

供するが、与えられた時間に聞かれた騒音レペルを直接表すわけではない。航

空機の上空飛行の間、騒音暴露レペルには、最大騒音レベルと、上空通過の開

始及び停止の間のより低い騒音レベルの双方が含まれることとなる。

　｡騒音暴露レベルは、事象の間、聞き手に伝えられた全体の音響エネルギーを

対数関数で測定する方法である。数学的には、騒音暴露レベルは、実際の時変

騒音事象と同様の、１秒間当たりの、音響エネルギーを発する不変の騒音の騒

音レベルを表している。一般的には１秒間を超えて続く、航空機の上空通過に

よる騒音においては、個々の上空通過が数秒を要し、最大騒音レベルは即時に

発生することから、騒音暴露レベルは、通常は最大騒音レベルより大きい。騒

音暴露レベルは、上空通過の騒音レベルを比較する最も良い方法である。

昼夜平均騒音レベルまたは地域騒音等価レベル

　昼夜平均騒音レベルと地域騒音等価レペルは、２４時間全ての騒音事象を説

明する複合測定基準である。昼夜平均騒音レベルは、基本の測定法であり、地

域騒音等価レベルは、日本の加重等価継続感覚騒音レベルに類似しており、米

国で一般的に使われている測定法である。夜間においては、人間の騒音への感

度が増すことを説明するため、夜間の事象については、１０デシベルの加算を

適用する（２２時から０７時までの時間帯）。昼夜平均騒音レベルの変形である、

地域騒音等価レペルにおいても、１７時から２２時までの時間帯（夕方）の騒

音については５デシベルの加算を含む。通常の就寝時間･における騒音に対する

感度が増大すること、及び夜間の周辺騒音レベルが一般的には、日中の時間帯

よりも約１０デシベル低いことから、昼夜平均騒音レベル及び地域騒音等価レ

ベルにおける加算により、通常の就寝時間に起きる騒音が一層迷惑であること

を表す。地域騒音等価レベルでの夕刻への加算により、通常、人々が在宅して
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いる時間帯に起きる騒音が一層迷惑であることを表す。

　加算がない昼夜平均騒音レベル及び地域騒音等価レベルは、同じ合計の騒音

エネルギーを含むように、騒音レベルにおける全ての変化がならされた場合の、

２４時間で発生する一連の騒音レベルを数学的に表す平均量である。これらの、

複合的な、単一測定の時間平均測定は、騒音等価レベル、最大騒音レベル、事

象の継続時間（例えばソーティあるいは運用）及び２４時間に発生する事象数

を説明するが、騒音事象数に係る特定の情報は提供せず、１日２４時間に発生

する個々の騒音レベルも提供しない。騒音等価レベルのように、昼夜平均騒音

レベルも地域騒音等価レベルも、どの特定の時間において聴取された騒音レベ

ルを表すものではないが、受け取られた音響エネルギーの総量を表示する。昼

夜平均騒音レベルと地域騒音等価レベルは平均値として標準化される一方、騒

音エネルギー全体を表しており、従って累積測定となる。同様に、デシベル単

位の対数の性質によって、最もうるさい事象の騒音レベルが、２４時間の平均

値に影響を与えることを可能にする。２４時間を超えるでの騒音の平均化は、

より大きな単発事象を無視せず、騒音レベルと事象数の双方を重要視する傾向

を示す。

　一日平均騒音レベルは、一般的には、地域騒音影響（すなわち、長期間に渡

る不快感）及び、特に航空機騒音の影響の評価のために用いられる。一般的に

は、科学的研究及び社会調査により、非常に不快だと感じている人々のグルー

プの割合と、昼夜平均騒音レベルで測定された平均的な騒音暴露のレベルの間

の、高い相関関係が見出されている。

オンセット・レート補正月間昼夜平均騒音レベルとオンセット・レート補正月

間地域騒音等価レベル

　航法経路または制限区域のような、訓練空域を使用する軍用機は、飛行場運

用に関連したものとは幾分異なる騒音環境を生成する。飛行場に関連している、

パターン化された、あるいは一連の騒音環境に対して、訓練空域における飛行

活動は、非常に散発的であり、しばしば、１時間当たり１０回から１週間あた

り１回未満まで、季節ごとに変動する。個々の軍事上空通過事象はまた、高い

対空速度の上空飛行によって生じる騒音は、１秒あたりの騒音レベルの増加率

　（オンセット・レート）が最大１ ５０デシベルを示すくらいに、かなり急なオ

ンセットをもたらすという点からも、典型的な地域騒音事象とは異なる。

　これらの違いを表すため、従来の単発騒音暴露レベルの測定基準は、航空機

騒音事象の人間への急なオンセットの「突然の」人体への影響を、標準の単発

騒音暴露レペルで１１デシベルまでの範囲で調整し、計算される（スタツニッ

ク他、１９９２年）。毎秒１５デシベル未満のオンセット・レートは補正を要し
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ないが、毎秒１５から１ ５０デシベルの間におけるオンセット・レートは、０

から１１デシベルの補正が必要である。補正単発騒音暴露レベルは、オンセッ

ト・レーﾄ補正単発騒音暴露レベルとして指定される。

加重等価継続感党籍音レベル

　加重等価継続感覚騒音レベルは、主として、日本政府の事業に係る地域騒音

の影響を評価するために使われている日本の測定基準である。地域騒音等価レ

ベル／昼夜平均騒音レベルのモデル化実施は、低空飛行騒音事象及びランナッ

プ騒音事象を、それぞれＡ特性単発騒音暴露レベル及び最大騒音レベルで特徴

付けるのに対して、加重等価継続感覚騒音レベルは、知覚騒音レベル及び実効

知覚騒音レベルとして知られている測定基準で、低空飛行の騒音事象及びラン

ナップの騒音事象を特徴付ける(付録Ｃ参照)。加重等価継続感覚騒音レベルは、

地域騒音等価レベルと同様に、１７時から２２時の間の騒音事象については、

５デシベルの補正を加え、２２時から０７時までの騒音事象については、１０

デシベルの補正を加えて、各地点における２４時間当たりの航空機騒音レベル

を平均する。この分析は、比較する目的だけのために、加重等価継続感覚騒音

レベルを示すものである；地域騒音等価レベルは、この環境レビューのような

米国防省のプロジェクトに適用できる測定基準を代表している。

３．３．１．３　騒音基準及び指針

　米海兵隊は、１９７２年の騒音制限法及び米国環境保護庁指針の遵守に取り

組むプログラムを採用している。これらには、空対地での訓練区域における運

用のための射撃場航空施設整合利用ソーンと（海軍作戦本部長指示第３ ５５０．

１Ａ号）、飛行場運用のための航空施設整合利用ソーン（海軍作戦本部長指示第

１１ ０１０。３６Ｃ号）が含まれる。射撃場航空施設整合利用ソーン及び航空

施設整合利用ソーンは、①軍事施設での軍事訓練及び運用により生じる騒音を

特定する手助けとなり、②これら騒音が、どの程度近隣のコミュニティ及び関

連する活動に影響を与えるのか評価し、③軍事計画者たちが施設における既存

及び提案されている土地利用を評価する助けとなるものである。日本政府が加

重等価継続感覚騒音レベル及びその入力測定基準を用いている一方で、米国防

省は、Ｌｍａｘ、’単発騒音暴露レベル、地域騒音等価レベルを使っている。米

国防省文書であるこの環境レビューは、Ｌｍａｘ、単発騒音暴露レベル、地域

騒音等価レベルを採用しているものの、比較のため、普天関飛行場における加

重等価継続感覚騒音レベルの結果をも示している。

　航空機騒音に対する地元の反応は、長期にわたって、飛行場周辺における関

心事項であった。空港と地元社会の成長を管理する取り組みにおいて､騒音は、
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世界各地での土地利用を計画する際の重要な要素として考えられてきた。概し

て、騒音暴露は以下のとおり、３つのカテゴリーに分けられる：

●騒音区域１：最小限の影響を受ける区域。Ａ特性地域騒音等価レベ

　ルでは６５デシベル未満。この区域はまた、社会調査では人口の１

　５％未満が非常に不快感を持っていることが示されている。

●騒音区域２：中程度の影響を受ける区域。Ａ特性地域騒音等価レペ

　ルでは６５デシベルから７５デシベル未満。この区域は、社会調査

　では、人口の１５％から３９％が非常に不快感を持っており、何ら

　かの土地利用の統制が必要である。

●騒音区域３：最も深刻な影響を受ける区域。Ａ特性地域騒音等価レ

　ペルでは７５デシベル以上。この区域は、社会調査では、人口の３

　９％以上が非常に不快感を持っており、整合利用の統制が大いに必

　｡要である。

　米国防省の基準に基づき、騒音区域１は地域騒音等価レベルで６５デシペル

未満であるので、この環境レビューでは、騒音区域２及び３のみを取り上げる

こととする。

３．３．１．４　飛行場騒音モデル化

　地域騒音等価レベル及び加重等価継続感覚騒音レベルのコンターは、運用の

総数を３６５で割り、クローズド・パターン運用数を２で割って確認される、

年間平均日運用を用いて計算される。この２度目の割り算が行われた理由は、

航空交通管制がクローズド・パターンを２つの運用（離陸及び着陸）として数

えているからである、しかし､それらは１つの飛行経路上で連結しているので、

騒音モデル化プログラムは１つの運用と見なしているのである。現状と提案さ

れた行動のための普天間飛行場における騒音分析（すなわち運用数、騒音暴露

など）は、２０１２年の騒音スタディ（ワイル社、２０１２年）に基づいてい

る。このスタディでは、騒音暴露の概算のため、国防省騒音マップのコンピュ

ーターモデルを利用する。

３．３．２　現在の環境

　軍用機の運用は、普天間飛行場及びその周辺の騒音の主要な原因を代表して

いる。普天間飛行場における平均的な運用数を表している合計２ ３、３６６回

の運用の内（表２－３を参照）、７９％が配備されている軍用機によるものであ

り、ＣＨ－４６Ｅは全体の半分を占めている。残りの２１％は、一時立寄りの
一
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　（配備されていない）軍用機及び民間機から構成されている。あらゆる騒音レ

ベルにおける、単一の最も大きな寄与老は、年間運用数の４％しか構成してい

ないにもかかわらず、一時立寄りのＦＡ－１８Ｃ／Ｄホーネットである。この

理由としては、ＦＡ－１８Ｃ／Ｄホーネットは、単発事象ベースで、普天間飛

行場で運用されている他のどの航空機よりも、１０から１５デシベル音が大き

いからである。

地域騒音等価レペル

　これらの運用及び飛行経路データを用いて、分析により、施設内外の騒音の

範囲を明示した騒音コンターが作られた。地域騒音等価レベルの６５デシベル

から８５デシベルまでのコンターを示している図表３．３－３は、７０から８

５デシペルのコンターは、主として普天間飛行場の境界線内にあるということ

を証明する。６５から７０デシベルのコンターは、飛行場の両端で、施設の境

界を越えて拡大している。図表３．３－４は、加重等価継続感覚騒音レベルコ

ンターの８０デシベルから１ ００デシペルを示している。これらの高い騒音レ

ベルは、測定方法に関連した追加の加算が反映される。　９０から１ ００デシベ

ルまでの加重等価継続感覚騒音レベルのコンターにより影響を受ける区域は、

殆ど全て、境界線の内側にある。加重等価継続感覚騒音レベルで８０から９０

デシベルの騒音レベルにさらされている地域は、基地の外側まで広がっている

ものの、地域騒音等価レベルの下で定義されたエリアよりも狭い。表３．３－ヽ

１は、現状での航空機騒音により影響を受ける基地内及び基地外の土地を示し

ている。このデータが示しているように、最も高い騒音レペル（地域騒音等価

レベルで７５デシベル以上／加重等価継続感覚騒音レベルで９０デシベル以上）

が、基地外の土地に影響を与えることはない。

　　Table 3.34.ExistingAcreageof Land Affected

byAircraftNoiseLevelsabove 65 dB CNEL/80 dB WECPNL
CNEL ＷＥ（ｐＮＬ

　ZOlle2

{6S-74CNEL}

　Ｚｏｎｅｊ

{≧７５ＣＮ哨

　rotal

Aaeage

　CNﾓＬ

　8∂-S4

M/ECPfv£

　8S-89

WEC肖V1

　≧90

Wfa)fV£

　Total

4びｅａｇｅ

Ｗ£ａﾘVt

On一Station 678 306 ９８４ 311 ２３１ 344 886

Off-Station 205 ０ 205 113 13 ０ 126

Tota¶ ８８３ 306 1,189 ４２４ 244 344 1,012
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　１７箇所の代表的な関心地点は、周辺の自治体に確認され、騒音レベルが分

析された。これらの関心点の内、４箇所は病院、１箇所は大学、そして１２箇

所は小学校及び高校であった。これらの関心点及び推定される騒音暴露は、表

３．３－２にまとめられている。関心点の内、地域騒音等価レベルで７０デシ

ベル（加重等価継続感覚騒音レペルで８１デシベル）･を超える騒音にさらされ

ている地点はなく、２箇所は、地域騒音等価レベルで６５から７０デシベルの

騒音にさらされており、３箇所は現状で、加重等価継続感覚騒音レベルで７６

から８１デシベルの騒音にさらされている。現状の普天間飛行場における騒音

の主要な寄与者は、ＦＡ－１８航空機で、単発騒音暴露レベルで１０から１５

デシベル、普天間飛行場のどの他の航空機よりも音が大きい。

5o1/rcej WVle 2012

低周波騒音

　最近、沖縄防衛局が発行した環境影響評価書における騒音評価では、低周波

騒音は、８０ヘルツ以下の周波数の騒音であると定義されている。低周波騒音

データは、ＡＨ－１、ＵＨ－１及びＣＨ－５３について、普天間飛行場の滑走

路の西端に位置する通常の離陸パッド上のテスト場所にて実施されたエンジン

　　一　一ＭＶ－２２の沖縄配備及び日本での運用に関する環境レビュー
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テスト及びホバリングの際のデータについて集められた（図表３．３－５）。沖

縄防衛屑の研究者は、騒音測定を、テスト場所の片側から、それぞれ１ ６４フ

ィート、３２８フィート、６５６フィート、１、６４０フィート（５０メート

ル、１ ００メートル、２００メートル、５００メートル）の距離で、ホバリン

グ高６６フィート（２０メートル）で実施した。

　沖縄防衛局の環境影響評価では、低周波音の測定は、普天間飛行場の境界線

に近接している基地外の場所３箇所で実施された。それらの３地点は、航空機

テスト場所からそれぞれ、２、５８１フィート（ＬＳｔ－９）、２、５３５フィ

ート（ＬＳｔ一１０）、６、８ １３フィート（ＬＳｔ－１１）（７８７メートル、

７７３メートル、２、０７７メートル）に位置している（図表３．３－５参照）。

器具がガタガタ鳴ることについての闇値及び精神的または身体的な不快感の闇

値と比較する場合、テストされたどの航空機についてのレ測定されたどの周波

数におけるデータポイントも、基地外の３箇所のいずれにおいても、精神的ま

たは身体的な不快感の闇値を超えなかった。ＡＨ－１およびＵＨ－１は、テス

ト場所に近接する２箇所の基地外の地点について、特定の周波数における建具

のがたつきの闇値を若干超える（ＬＳｔ－９とＬＳｔ－１０）。ＣＨ－５３のデ

ータは、ＣＨ－５３の低周波騒音が、定義された周波数における闇値を超えな

いことを示している｡･

　一ＭＶ－２２の沖縄配備及び日本での運用に関する環境レビュー　　　　　　　　　　　・
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　環境影響評価はまた、低周波騒音により目が覚める可能性についての沖縄防

衛局の見積もりについて記載した。それは、人間が目覚める可能性がある予測

レペルとして、１ ００デシベルのＧ特性値を使用している。ヘリコプター３機

種については、沖縄防衛局の環境影響評価のために測定された、基地外の３箇

所のいずれにおいても、１ ００デシベルを超えるＧ特性騒音レベルを生じたも

のはなかった。

　この環境レビューで調査された１７箇所の代表的な関心地点は、ＡＨ－１及

びＵＨ－１により生じる低周波騒音が、建具のがたつきの闇値を超えた場所で

あるＬＳｔ－９ＬＳｔ－１０、沖縄防衛局の環境影響評価で検討された基地外

の２箇所（LSt-9とLSt-10）よりも、普天間飛行場におけるテスト場所から離

隔している。これらの地点への距離を超えれば、低周波騒音は闇値を下回って

いく。従って、ＡＨ－１またはＵＨ－１により生じた低周波騒音レベルは、こ

れらの場所では問題とはならない。

　沖縄防衛局の環境影響評価書は、配備されているヘリコプターにより生じる

低周波騒音による現時点での影響は最小限であり、環境保護措置については、

検討された航空機による行動は短時間かつ一時的なものであるので、現在でも

配慮されていると結論づけている。

３．３．３　環境への影響

　企４機のＣＨ一４６Ｅを１対１の比率で入れ替えるにもかかわらず、ＭＶ－

２２は、ＣＨ－４６Ｅより約２、６００回少ない運用数となると予測されてい

る（表２－３を参照）。この変更により、運用数全体が、現状と比較して１１％

減ることとなる。

　ＭＶ－２２は、ティルトローター機であり、固定翼機としても、ヘリコプタ

ーとしても運用可能であることから、固定翼機の飛行経路及び回転翼機の飛行

経路の双方を使用することとなる。ＭＶ－２２は、Ｃ－１３０輸送機に類似し

た方法で、固定翼機の飛行経路に沿って、離陸の８０％とノン・ブレイク着陸

の７７％を実施することとなる。残りの運用については、現在、ＣＨ－４６Ｅ

が使用している回転翼機の飛行経路上で、実施されることとなる。現状と比較

して、ランナップは１７％減少することとなる。

地域騒音等価レベル

　図表３．３－６（地域騒音等価レベル）及び図表３．３－７（加重等価継続

感覚騒音レベル）に見られるように、提案された行動により生じる騒音レベル

は、現状から最小限変化する。２、３のエリアは断片的に拡大し、他のエリア

は減少する。変化が不足するのは、主として、ＦＡ－１８Ｃ／Ｄホーネットー

ｎｊ昌?"゛ｓ木゛)゜面ご面前t‾゛6　



騒音レベルの唯一最大の寄与者であるーによる運用数が変化しないことに起因

している。ホーネットは単発騒音暴露レベルにおいて、ＣＨ－４６Ｅあるいは

ＭＶ－２２よりも１０から１５デシベル音が大きいので、ＭＶ－２２は、普天

間飛行場における、提案された累積騒音状況に対し、知覚できるほどは寄与し

ない。

　　　　　- ＭＶ－２２の沖縄配備及び日本での運用に関する環境レビュー

２０１２年４月



圖

　　　.ﾊﾟｊ

　　　出自L、

　　　j･･j　出ﾄ|日

．１　　　‘　　　　　’　’

j

l

l

。

　§

！
―
Ｉ
！ｆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
z
r
o
z
¥
M
｡
1
1
M
7
o
S

e
u
J
u
a
l
n
j

S
V
Z
)
W
l
e
s
u
o
g
e
J
a
d
0

4
e
j
3
j
!
V
A
I
!
e
『
l

a
i
e
J
a
A
V
P
a
s
o
d
o
J
d
』
ｏ
ｌ
ｓ
Ｊ
ｎ
ｏ
ｌ
ｕ
ｏ
）
１
３
Ｎ
Ｄ

Ｑ
―
E
'
E
a
j
n
S
!
j

ＭＶ－２２の沖縄配備及び日本での運用に関する環境レビュー　　　　　　　　　　　・

２０１２年４月



１

し

Ｆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Z
i
O
Z
a
1
A
M
j
j
3
j
n
Q
S

I
L
l
j
u
a
l
n
j

S
V
:
3
Wl
l
s
u
o
!
3
1
J
a
d
O

I
I
｣
3
j
!
V
A
I
l
l
a
a
l
l
J
a
a
V
p
a
s
o
d
o
j
d
J
o
j
s
j
n
o
l
u
o
:
)
I
N
d
:
)
I
M

I
Z
‐
S
'
E
a
J
n
l
!
j

９
ｔ
１
　
　
０

　
‐

　
　
　
　
｛
さ
ｆ
‐

　
　
　
　
　
ｌ
ｓ
－

　
　
　
　
　
Ｃ
６
‐

　
　
　
　
　
汽
４
１
Ｈ

　
　
　
　
　
ｒ
‐
Ｑ
‐

　
　
s
a
r
i
Q
l
u
o
Q

I
V
i
l
p
｝

Ｉ
Ｎ
ｄ
３
３
Ｍ

Ｐ
ｌ
ｓ
ｏ
ｄ
ｏ
ｊ
ｄ

"
y
g
p
Q
9
4
J
r
M
5
1
u
c
Q

I
N
d
g
a
M

l
x
j
｡
l
s
'
w
g

‘
'
1
‐
"
1
1
．
・

　
　
　
　
&
j
l
p
l
J
n
o
9

　
|
!
t
u
u
l
l
l
M
S
V
a
S

‐
‐
‐
‐
‐
。

　
　
　
　
　
｀
’
Ｊ
一
、
？
！
　
●

　
　
　
　
　
Ｊ
Ｎ
４
　
０

　
　
　
　
l
s
a
j
s
1
L
Ml
o
Q
u
l
o
d

ＭＶ－２２の沖縄配備及び日本での運用に関する環境レビュー

２０１２年４月



　表３．３－３は、両方の測定基準の下での騒音に影響される区域は最小限し

か変化しないため、各々の状況において、実質的な違いが現れないということ

を立証している。基地外では、地域騒音等価レベルの測定値は、ソーン２に含

まれる面積は７エーカー増加し、その大部分が北東部（表３．３－４）である

ことを示している。加重等価継続感覚騒音レベルについては、基地外の影響を

受ける面積の増加（４１エーカー増加）は、運用の変化に起因する。全般的に、

影響を受ける面積の変化は、地域騒音等価レベルでの０．３％の減少、及び加

重等価継続感覚騒音レベルでの５％の増加からなっている。加重等価継続感覚

騒音レベルの増加は、主に南西方向の基地外において発生することとなる。

Table3.3･3，0n･StationAcreageAffectedby AircraftNoiseLevelsof
　　　　　　　　65dBCNEL/80dBWECPNLorGreater

（NEL WE（pNL

　ZOηe2

{65-74cNEq

　Zonej

{≧75CNEL1

γolαIAcreage65

ｒＮＦｌ ｎｒ Ｇｒｅａｔｅｔ

　80-84

WECpμt

　85-89

wECpN£

　き卯

μ/fCp〃1

　R)tr71なreageSO

ＷＥＣｐＮＬｏｒＧｌｅｏｔｅｆ

Current 678 306 984 311 231 ３４４ 885

propo5ed 668 305 973 310 ２３９ 344 893

Total ４０ -1 -１１ ･1 ８ ○ ７

Table3.34.0ff-StationAcreageAffectedby AIrcraftNoiseLevelsof

　　　　　　　　65 dB CNEL/80 dB WECPNL orGreater
（NEL ＷＥＣＰＮＬ

　Ｚｏｎｅ２

μ5-７４（ＮＥｑ

　Zone3

｛!7s（NEq

Ｔｏｔ�Ａ(ｒｅｏ９ｅ６５

ｒＮＦｌ ｏｒ ＧｒｅＧｔｅｒ

　8∂-84

ＷＥ（ＰＮＬ

　85-89

WECPNL

　き90

14/ECplV£

　70f�4cre(7geSa

ａｚＦｒｐＮＬａｒＧｒｅＱｔｅｒ

Current 205 ○ ２０５ 113 13 ○ 126

proposed 212 ０ 212 152 15 ○ 167

Total ７ ○ ７ 39 ２ ○ ４１

　一般的には、騒音分析では、ＭＶ－２２の導入（及びＣＨ－４６Ｅの退役）

にかかる運用は殆ど変化せず、現在のレベルと比較して、地域騒音等価レベル

で最大１デシベルの減少となると示されている。この理由としては、騒音の大

部分がＦＡ－１８航空機によるものであるが、ＣＨ－４６Ｅと比較すると、Ｍ

Ｖ－２２では運用数が減少し、固定翼モードで飛行する場合は、ＭＶ－２２は

ＣＨ一４６Ｅより若干静かになるということが挙げられる。

　表３．３－５では、ＣＨ－４６Ｅ及びＭＶ－２２の単発騒音暴露レベルを、

騒音暴露レベル及び最大騒音レベルにより、様４な高度において比較している。

巡航速度（すなわちＭＶ－２２が固定翼モードで飛行する場合）においては、

ＣＨ－４６Ｅは２つの航空機において、より騒音が大きいと証明されている。

ホバリング時は、着陸に関する限りでは、ＭＶ－２２は若干騒音が大きい。

　１７箇所の関心地点の申では､残りの場所は何も変化がない一方、２箇所は、

地域騒音等価レベルで１デシベル減少しており、他の２箇所は、３デシベルの

減少となっている（表３．３－６）。提供された行動においては、関心地点２箇

所は６５から７０デシベルの範囲内にあることとなっている。地域騒音等価レ

ＭＶ－２２の沖縄配備及び日本での運用に関する環境レビュー

２０１２年４月



ペルにおいて、６８デシペルより大きい騒音にさらされた地点はない。ＭＶ－

２２のオーバーヘッド・ブレイク着陸及び加重等価継続感覚騒音レベルに影響

を与える飛行運用の音響に関する要素により、普天間第二小学校､当山小学校、

宜野湾高校での加重等価継続感覚騒音レベルは、１デシベルという知覚出来な

いほどの分だけ増加する。浦添総合病院、大謝名小学校、真志喜中学校の加重

等価継続感覚騒音レペルは、ＭＶ－２２のオーバーヘッド・ブレイク着陸によ

り、２デシベルという知覚できないほどの差分だけ増加する。従って、ＣＨ－

４６ＥのＭＶ－２２航空機への換装の結果として、現在の騒音レベルヘは殆ど、

あるいは全く変化が生じないこととなる。

Table 3,3-5.Comparison of SEL and Lr－betWeen CH-46E and MV-22

Altitude{feetAGL)
SEL(dBA) Ｌｍａ

ｄＢＡ）

(μ-46£ M1/-22 (μ-46ε My-22

Crulsel

250 101 93 ９７ 88

500 ９６ 92 90 88

1,000 94 88 86 ８１

1,500 92 86 82 78

2,000 89 84 78 74

2,500 88 82 76 72

3,000 87， 81 74 70

3,500 86 80 ７３ 68

4,000 85 79 ７２ 67

4,500 85 ７８ ７２ 66

5,000 84 ７７ 69 64

Arrival{atorneartouchdown)2

９５ 94 79 83

laf6:

IE51j･latesCH-46Ecruis,ng speed of 11C knots and MV-22 crulsirSspeedof220knots.

'Measured al a disance of 5CK〕feetabeam�lhealrcraftonlhelefislde.

5ource: Wyle 2012
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Table3,34.EstimatedNoiseEXPosureatPointsoflnterestforMCASFutenmaforProposedAction

Pointoflnterest （NEL WECpNL

ID

〃
Ｎａｍｅ propo5ed

c仙nge/rom

　£xjstjn9
Proposed

c力arl9ejllom

　Existin9

１ FutenmaDaiNiElementarySchool 68 ０ 81 ０

２ FJtenma ElementarySchool 63 ０ 76 １

３ Futenma HighSchool 60 ○ 72 ０

４ FjtenmajuniorHighSchool 65 ０ 78 ０

５ Ginowan Ho5pitalSchool 54 ０ 65 ０

６ Ginowan HighSchool 51 ０ 64 １

７ Ginowan JuniorHighSchool 60 ０ 72 ０

８ MashlklJuniorHighSchool 51 ０ 64 ２

９ MineidainiHo5pltal 52
-3 65 ４

10 ojanaElementarySchool 56 ○ 70 ２

11 Okinawa CatholicElementaryschool 61 ０ 77 ０

12 Okinawalntemationaluniversity 58 ○ 70 ０

13 okinawa Hospital 52 ･3 64 -２

14 Oyama ElementarVSchool 57 -1 69 ０

15 TayakiHo5pital 54 -1 65 ･１

16 TOVamaElementarVSchool 57 ○ 70 １

17 Ura5oeGeneralHospital 59 ○ 73 ２

SajrceこWyk2012

低周波騒音

　沖縄防衛局の環境影響評価書（沖縄防衛局、２０１１年）は、ＭＶ－２２は

普天間代替施設から運用されると予想している。従って、ＡＨ－１、ＵＨ－１

及びＣＨ－５３のために収集された低周波騒音データの測定値に加えて、沖縄

防衛局の環境影響評価書は、８０ヘルツ以下のＭＶ－２２の低周波騒音データ

が組み込まれている。これらのデータは、別の３機のヘリコプターがテストさ

れたときとは異なる気候状況下で、ノースカロライナ州アトランティックにお

いて集められたものである。エンジンテスト及びホバリング時のデータ測定で

は、別の３機の航空機の１、６４０フィート（５００メートル）と同じ距離を

使用した。さらに、データは、航空機が４ １０フィート（１ ２５メートル）の

高度で飛行した際、航空機の下から直接収集された。環境影響評価では、「飛行

時」のデータが収集された際に、航空機がどのモードで飛行していたか特定し

ていない。

　ＭＶ－２２のために収集されたデータは、低周波騒音は、特定の周波数（表

３．３－８）において、建具のがたつきの闇値及び精神的あるいは身体的不快

感の闇値を超えることを示している。しかしながら、そのデータは、耳栓をし

た軍人を除く、どんな人でも今まで近づくことができていた場所よりも、航空

機により近い場所のものである。基地外の３箇所の場所と同様に、普天間飛行

場でテストされた航空機のため‘に考慮された距離において、ＭＶ－２２の低周

波騒音レベルは、闇値よりもずっと低くなり、仮に超えたとしても、大いに超
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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えることは考えられない。しかしながら、闇値は、航空機による行動という、

短期間でも一時的に発生するものでもなく、不変の騒音源からの騒音による長

期にわたる影響について述べるために取り出されたものである。
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　環境影響評価書では、ＭＶ－２２の運用による低周波騒音が原因の睡眠障害

の可能性についても述べている。環境影響評価書では、１ ００デシベルのＧ特

性値を、人間が目覚める可能性のあると見積もられたレベルとして使用した。

航空機から１、６４０フィート（５００メートル）では、低周波騒音レベルは、

ホバリングするにつれて、１００Ｇデシペルに達した。高度４ １０フィート（１

２５メートル）で飛行している間では、ＭＶ－２２は、約１ １２Ｇデシベルの

低周波騒音レベルとなった。しかしながら、ＭＶ－２２は短時間しか夜間運用

を行わないため、ＭＶ－２２により人間が睡眠障害をおこす可能性は低い。

　この環境レビューで検討された、１７箇所の代表的な関心地点は全て、低周

波騒音の闇値が超過する、沖縄防衛局の環境影響評価において使用された最も

遠いデータ収集ポイントよりも、普天間飛行場のテスト場所から離隔している。

ｌ
ｌ
；
―
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それ故に、ＭＶ－２２による低周波騒音レベルはこれらの場所では問題とはな

らない。

　沖縄防衛局の環境影響評価書では、ＭＶ一２２による低周波騒音が原因の影

響は最小限であり、環境保全措置については、検討された航空機による行動は

短時間かつ一時的なものであるので、現在でも配慮されていると結論づけてい

る。

３．４　土地利用

　一般的に土地利用とは、居住や経済活動を主な目的として人間が朽う土地の

改良のことをいう。また、天然資源、例えば、野生動物の生息環境や植物の生

育、独自の種などの保存や保護が目的の土地利用のことも指す。人間による土

地利用には、居住、商業、工業、農業、娯楽目的の利用などが挙げられる。一

般的な土地利用とその所有権､土地管理計画､そして土地利用管理区域などが、

この土地利用における特徴である。今回の分析では、普天間飛行場内の在日米

軍施設及び区域とその周辺環境における土地利用に着目している。

３．４．１　現在の環境

　普天間飛行場は宜野湾市内にあり、那覇市から約１６マイル北東に位置して

いる。飛行場は１、１ ８８エーカーの広さを占め、周辺は完全に宜野湾市の市

街地で囲まれている（海軍省、２０１１年）。宜野湾市の人口は、２０１０年の

時点で９１、８５６人、１平方マイル当たりの人口は１２、０００人を超えて

いる（都市人口、２０１１年）。普天間飛行場を取り囲む地域は、飛行場のフェ

ンスラインいっぱいまで、びっしりと開発されている。この開発は、居住上あ

るいは商業的な目的から行われており、大抵それらが入り交じっている。工業

的な土地利用は、北西で行われている。

　基地内の面積約４０％は、滑走路、クリアソーン、誘導路や駐機場に使われ

ている。飛行場の残り部分は、飛行運用業務や施設、支援施設、隊舎、そして

事務管理機能などに利用されている。クリアソーンは、全ての固定員機使用滑

走路にて必要であり、滑走路０６／２４の両端から伸びている。固定翼機による

運用が多くないことから、この滑走路に事故危険区域（ＡＰＺ）｜とＡ ＰＺＩＩ

を設置することには根拠がない。ヘリコプターの着陸帯に付随する事故危険区

域は、完全に基地内に位置している。基地外まで伸びるクリアソーンは、基地

外にある居住区域や商業区域といった適合的でない地域も含んでいるようであ

る（詳細は３．６項参照）。普天間飛行場のクリアソーン内にある３種類の軍施

設は、標準土地利用コード化マニュアルの指針によると、不適合地として分類

される（海軍省、２０１１年）。

ＭＶ－２２の沖縄配備及び日本での運用に関する環境レビュー

２０１２年４月



　航空機騒音は、普天間飛行場のような軍設備の土地利用管理を推進する推進

力となっている。海軍と海兵隊は、航空設備内もしくは周辺における土地利用

開発の際に、騒音区域の土地利用適合基準を奨励している（海軍作戦本部長指

示第１ １ ０１ ０．３６Ｃ号航空設備利用適合区域計画）。第３．３（騒音）項で

言及したとおり、騒音レベルは、土地利用適合を評価する際に３つの段階に分

類される。騒音分類１（ＣＮＥＬ６５デシベル以下）は、土地利用に影響がな

いと一般的に考えられている地域である。騒音分類２（ＣＮＥＬ６５～７４デ

シベル）は、ある程度、土地利用上の調整が必要となる地域である。騒音分類

３（ＣＮＥＬ７５デシペル以上）は、最大限の土地利用調整が必要とされる。

日本政府は、地域における騒音の影響を評価するのにＷＥＣＰＮＬを使用して

いるが、この測定方法は、国防省の活動に適用できる土地利用基準のいずれと

も相関性がない。しかしながら、ＤＮＬ測定基準は、夜間の運用に対し加算措

置を行う点でＷＥＣＰＮＬと似通っている。よって、現状下及び予測される活

動影響下での騒音と土地利用の関係を評価するには、ＣＮＥＬを利用する。

　現在の普天間飛行場における騒音レベルは、ＣＮＥＬ７０デシベル以下から

ＣＮＥＬ８５デシベルまで幅がある。標準土地利用コード化マニュアル（海軍

省、２００８年）の適正勧告に沿って、普天間飛行場基地計画報告書（海軍省、

２０１１年）が分類したところによると、基地内の施設で、１ ０１の軍施設が

適合、１ ６ ９施設が制限つきの適合、１１施設が例外つきの不適合、７施設が

騒音分類３レベルの騒音で不適合とされた。また、３つの施設が騒音分類２で

不適合と分類された（海軍省、２０１１年）。普天間飛行場は、騒音の影響を受

けている不適合な土地利用を解決すべく今の計画を用いているが、上記の１０

施設は不適合のままである。

　騒音分類２（ＣＮＥＬ６５～７４デシベル）は、基地外にまで及び、普天間

飛行場の北東及び南西約２０５エーカーまで覆っている。影響のある地域は、

１平方マイル当たり約１２、０００人の人口密集地域であり、居住、商業ある

いは社会事業のため利用されている。騒音分類２には、学校が２校位置してい

る（学校を含めた詳細情報は３．５項騒音を参照のこと）。近年、普天間飛行場

では、年間の運用回数が増加しており、航空機騒音にさらされている地域は、

同等かあるいは広がっている傾向にある。

３．４．２　環境への影響

　全体として、ＭＶ－２２の運用による騒音は、基地内外における土地利用を

改めるようなことにはならないだろう。予測される活動をもとにしても、航空

機騒音の影響が及ぶ普天間飛行場内の区域は、本質的に現状と全く同じに留ま

るだろう。施設の適合性にも変化は生じず、騒音分類２及び３の１０施設もま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー
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た不適合のままとなるだろう。ＭＶ－２２の運用はクリアゾーンの構造もしく

はその規模に影響を及ぼさないであろう。

　騒音レベルに影響される基地外の土地は、騒音分類２において若干増加する

だろう。 ＣＮＥＬ７４デシベルより大きい騒音にさらされることになる基地外

地域はないだろう（表３．３－４参照）。国防省の測定基準と指針のもとでは、

今後予測される活動が、現在、既に影響を及ぼしている基地外地域を越えて、

土地利用に影響を及ぼすことはないと予測される。

３．５　大気質

　特定の位置における大気質は、一般的に大気中の汚染物濃度により定義づけ

られ、１ ００万分の１（ｐｐｍ）単位、もしくは１立方メートル当たりマイク

ログラム（μg/�）単位で表されることが普通である。時間周期により、異な

る濃度と累積時間は、一酸化炭素（ＣＯ）や窒素酸化物（ＮＯＸ）のように異

なった基準汚染物質に適用される。日本政府と沖縄県両方あるいは片方の環境

大気質基準へ対応した結果発生した基準汚染物濃度を比較すると、その対応に

よる潜在的影響の指標が得られる。こうした指標は、妥当な安全範囲内で発生

し、かつ公衆衛生と福利を保護できる大気濃度の最大許容範囲を表している。

こうした指標は、地域における大気排出の潜在的影響を理解するのに足りえる

背景を説明してくれているが、日本政府あるいは県の基準はいずれも国防省の

設備に適用されていない。同様に、米国の大気汚染防止法（合衆国法律集第４

２章第７４０１節修正参照）は海外の設備に適用されない。日本環境管理基準

　（在日米軍、２０１０年）は、普天間飛行場のような国防省の設備に適用され

る大気質サンプリングや大気排出基準を用いてはいるか、具体的にいうと、､こ

の基準は、軍用機（ＣＩ．３．３）や施設外での展開や運用（ＣＩ．３．３）

を除いている。加えて、日本環境管理基準第２章（大気放出）は航空機に特化

した基準を設けていない。

　今後予測される活動は、それが大気質に及ぼす潜在的影響を評価するための

規制レビューの対象ではないが、この項では、普天間飛行場周辺のプロジェク

　ト地域における現在の大気質を簡単に説明し、ＣＨ－４６ＥとＭＶ－２２の基

本排出を比較する。分析では、一般的な運用シナリオを採用している。そのシ

ナリオとは、各航空機が離陸し、１時間ほどの作戦飛行をし、通常訓練を行わ

ず着陸するというものである。この比較をするため、航空機運用に関連した５

つの基本的な汚染物質を分析評価した。その物質とは、一酸化炭素（ＣＯ）と

窒素酸化物（ＮＯＸ）、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の基準となる炭化水素（Ｈ

Ｃ）、二酸化硫黄（ＳＯ２）、直径１０マイクロナノメートル以下あるいは同等

の大きさである浮遊粒子状物質（ＰＭ１０）である。温室効果ガスについては、
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二酸化炭素換算（Ｃ０２ｅ）を計算し、温室効果ガスとして換算できる、組み合

わさった排出量を表している。ＣＨ－４６Ｅの運用による基本排出量を計算す

るために、航空環境安全局（航空機環境安全室）の覚書報告書第９８１６号、

２００１年１月改訂、航空機排出量推定：Ｈ－４６離着陸サイクルと機体及び

エンジン整備試験使用ｊＰ－５から、飛行モードごとの時間と燃料１０００ポ

ンドあたりの排出を導き出した。

３．５．１　現在の環境

　日本における（沖縄を含む）大気質問題は、主に都市部周辺に集中している。

東京は高い汚染物質排出で第一に挙げられる地域である。日本における大気汚

染の主な原因は、自動車（車両交通）、重工業、そして固定排出源あるいは野外

その両方におけるごみの燃焼である。２００６年の日本に関する年間の環境報

告書（環境省、２００６年）では、環境基準に沿って、日本の大気質が評価さ

れている。

・光化学オキシダント：　日本のほぼ全域において、光化学オキシダント（オ

ソンや窒素酸化物、揮発性有機化合物、その他工場や事業者、自動車から排出

される主な汚染物質）が、１時間あたり０．０６ｐｐｍかそれ以下と定める環

境基準を上回って排出されている。

・窒素酸化物：　２００５年度の窒素酸化物達成率は、２００４年度よりもわ

ずかに改善が見られた。環境汚染監視ステーションにおける達成串は１ ００％

で、道路上監視ステーションは８９．２％であった。

・浮遊粒子状物質：　浮遊粒子状物質量（直径１０マイクロナノメートル同等

あるいはそれ以下の浮遊物質）は２００３年度から２００４年度にかけて減少

した。

・有害大気汚染物質：　濃度は薄いものの、様々な化学物質が大気中で発見さ

れている。長期にわたり、こうした化学物質へ暴露されることが懸念されはじ

めている。環境基準に載っている４種類の化学物質のうち、ベンゼンの量は、

２００４年に改善を見せ、全体のうち５．５％の監視地点で環境基準を超える

データを記録した５．５％。環境基準が定められた他の３つの化学物質もまた、

２００４年に改善されている。

さらに、中国やモンゴルから発生してくる砂塵嵐。問題がある。主にこれは
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春に発生し、頻度は増加傾向にあるが、これは中国の激しい砂漠化か主要原因

であり、発生期間が長くなり、発生回数が頻繁になる結果となっている。日本

政府は、今後の砂塵嵐に対処すべく効果的な方法を模索しようと砂塵嵐監視シ

ステムを設置した。

　普天間飛行場の排出源は、航空機運用、車両、ボイラーや発電機のような固

定汚染源である。現在､排出量を定義づける特段の研究があるわけではないが、

密集した人口と交通量から、その発生源は、周辺地域における全体の排出量に

対して比較的少量であるといえる。沖縄県の２００６年度の通常環境大気質の

監視データによると、普天間飛行場がある島の西部沿岸では、日本政府や県に

より設定された全ての基準は満たされていた。古いＣＨ－４６Ｅは揮発性有機

化合物として高排出量の一酸化炭素と炭化水素を生み出す。ＭＶ－２２におけ

る運用上のパラメータと排出係数は、航空機環境安全室覚書報告書第９９４６

号、２００１年１月改訂、航空機排出量推定：Ｖ－２２離着陸サイクルと機体

及びエンジン整備試験使用ＪＰ－５から引用した。ＣＨ－４６に係る排出係数

の情報は、航空機環境安全室覚書報告書第９８１６号、２００１年１月改訂か

Table 3,5-1. Comparison of Air Emissions {poりnds}from a Sortie by a (H-46E and MV-22

　晦恒

Opefition
ＣＯ ＮＯ･ HCISVOC SOI PM1雌 COle

ａ･･ｌ

Take-off 7.11 ０５３ 2.41 0.06 ０．５１ 496

Cれ麓sa 22.11 ４ＪＩ ３､Ｓ４ 0.45 1.99 3j57

Liad ５､(Ｓ ０３Ｚ 1.48 Oa4 ０３７ 3Z9

Ttytii 35j)1 5a6 ７Ｊ３ (155 2.17 4312

MV･22
Tikを4ff 2.41 ６ｊＺ ０．０３ ０３０ 1.04 Z,403

Ｃｒｕ５ｅ
2.4Z 35.6Z ００３ 1､22 ４Ｓ３ ９．ＳＺ９

Lirsd 0.83 ２３０ ｏＯＩ ○､１２ 0.41 ９３０

Totil 5.66 4404 0.07 1.64 6.Z8 13,163

Change -Z9．３５　・ 3＆7S －7､6� 1.09 j.jl ∂.Z∂○

ら引いてきた。

３．５．２　環境への影響

　普天間飛行場において提案されている行動による排出原因には、コンテナ方

式のシミュレーターのための舗装整備、人員が運転する車両及び航空機運用が

含まれる。同飛行場におけるその他の全ての側面及び行動は影響を受けない。

同様に、シミュレーターに関連する整備は使用する建設機材及び露出する土埃

が最小限であり、長期間の車両の使用には至らない。したがって、当該区域の

大気排出への目に見える影響は生じない。ＭＶ－２２の配備によって人員は異

動するが､人員及び車両の合計数が増加し、追加的な排出が生じる､ことはない。

　２機種の比較は、ＭＶ－２２が平均的なソーティにつき揮発性有機化合物で

ある一酸化炭素及び炭化水素を非常に少なく発生させていることが分かる。残

りの基準汚染物質は、各ソーティにつき一酸化二窒素が約３９ポンド増加、炭
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化水素及び直径１０ミクロン以下の微粒子がより少なく増加する。普天間飛行

場におけるＭＶ－２２の配備及び運用は、次の理由から大気質を悪化させるこ

とはないと予測される。まず、運用が１１％減少するため、排出時間が減少す

る。二点目に、ＭＶ－２２航空機は平均的により高速で飛行するため、排出時

間が減少する。三点目に、各ソーティの一酸化二窒素の増加は、一酸化炭素の

減少により相殺される。最後に、以前述べられたとおり、普天間飛行場周辺の

区域は､混雑した交通及び工業排出にもかかわらず､県の基準を満たしている。

航空機による排出は、大気汚染の濃度に対し、わずかな影響しか及ぼさない。

３．６　安全性

　米海兵隊は、海軍作戦本部長指示第３５００．９Ａ号及び海兵隊指令第３５

００．２７Ａ号に基づき、運用リスク管理を行っている。これらの文書に述べ

られた要件は、人員及び資源を保護しつつ、平時における即応性の維持及び戦

闘時の成功のための手順を示している。次節に記載された安全性の分析は、普

天間飛行場内又は付近に居住する軍人・軍属双方への潜在的な危険に関連する

問題について扱っている。この節は、特に航空機事故、緊急時及び事故への対

応、バードストライク及び飛行場の安全地帯についての情報を提供している。

３．６．１　現状の環境

３．６．１．１　航空機事故

　軍事訓練飛行に関して、最も懸念されるのは航空機事故（すなわち墜落）で

ある。これらは、空中における他の航空機又は物体との衝突、天候上の困難、

機械の故障、パイロットの操縦ミス又はバードストライクにより発生する。航

空機事故は、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤに分類される（表３．６－１）。クラスＡの事故

が最も重大で、２百万ドル以上の財産損害や死者及び／又は全身不随を伴うも

のである。クラスＡの事故を計算することによって、下記に示されたとおり、

様々な機種の事故率の比較に使用することができる。

・　　　　　　Table 3.6-1，AircraftMishap Classe5
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Ｃ， S50.(x)QtoS5(x),(XX)dimage Lossof4ひrkそ「pfoductiayQfoneofmoredaμ

Mkx》fiぼk1そntnotexceedingS50,0(X) Minornjuryn桃ｍｕりngabaecr汝゛li
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ＣＨ－４６Ｅ及びＭＶ－２２のクラスＡの事故率

　次の表は、Ｈ－４６ヘリコプター（全モデル）の事故率を示している。この
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航空機は、現在の条件下で沖縄において運用している。Ｈ－４６の事故率のデ

ータは、表３．６－２に含まれている。これらのヘリコプターのクラスＡの事

故率は、１９９０年代半ば以降非常に低く、１０万飛行時間につき平均５．７

４である。２００４年から２０１１年までの間めクラスＡの事故率は、10万飛

行時間につき１．１４だった。

∫ひぴだe;Nay¥Safeti Centef 2011
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３．６．１．２　バードストライク

　バードストライク及びそれに伴う危険性は、航空機運用のもうーつの安全上

の懸念である。バードストライクは、航空機への損害、乗員又は人口密度の高

い区域で墜落した場合に地元の住民への損害の可能性があることから、安全上

の懸念となっている。航空機は、平均海面高度３、０００フィート以上で鳥類

と遭遇する可能性がある。報告されたバードストライクのうち、９５％以上が

対地高度３、０００フィート以下の地点で発生している。バードストライクの

約５０％は、空港の周囲で発生し、２５％が低空飛行訓練中に発生している（世

界バードストライク会議、１９９０年）。バードストライク事故計画は、航空機

への危険性が増大する移動の季節のパターンについて説明している。海軍作戦

本部は、海軍省及び米海兵隊司令部に対し、空港の飛行運用にとって危険な鳥

類又は動物の活動を減少させるためにバードストライク事故計画を作成するこ

とを要求している。

　普天間飛行場に所在する飛行場は、（渡り鳥の）主要な通り道に沿ってはいな

いものの、いくつかの種類の鳥類にとっては魅力的な場所である。それぞれの

種類は、事故の可能性及び予測される被害の重大さの双方の観点から、航空機

に対する危険性が異なる。したがって、普天間飛行場は、これらの危険を減少

させるために積極的及び継続的な取り組み及びコミットメントを維持しなけれ

ばならない。普天間のバードストライク事故計画のニつの重要な取り組みとし

て、バードハザード作業班及びバードハザード条件がある。バードハザード作

業班は、現地の人員及びバードハザードに関係する基地機関による委員会であ

る。彼らは、バードストライク事故計画の実施や勧告を行なう。バードハザー

ド条件は、飛行場及びその周辺における鳥類の活動レベルに関するバードハザ

ード警報システムであり、潜在的な危険に対するパイロットの意識を高めるた

めに使用される。バードハザード条件「大」は、滑走路上又は直接隣接する区

域において鳥が非常に集中（２０羽以上）しており、飛行運用に対し差し迫っ

た脅威があることを示す。航空管制は、鳥の排除及び縮小チームに早急に通知

する。「中」の条件は、飛行運用への脅威となり得る場所における鳥の集中（１

１から２０羽）を示す。バードハザード条件「小」は、飛行場におけるまばら

な鳥（Ｏから１０羽）の活動及び危険の可能性が低いことを示す。普天間飛行

場は常にバードハザード条件「小」である。

３．６．１．３　緊急時及び事故への対応

　普天間飛行場の軍用消防署は、火災及び墜落双方の対応を行っている。さら

に、消防本部との相互援助協定によって、キャンプ・バトラーと宜野湾市消防

本部は火災又はその他の緊急時においては相互に援助することとなっている。
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　現在の運用、さらには現在の航空機及び人員では、普天間飛行場消防署は要

件を十分に見たしている。機材の不足又は制限的な要素はない。可能性のある

広範囲の事故に対応するため、同飛行場は詳細な事故対応手順を管理しており、

主要な航空機、地上及び武器の事故調査の「準備、対応及び実施」の責任及び

手順を示している。これはまた、機関の責任の割り当て及び基地内外における

主要な事故に対応するために必要となる機能的な活動を規定している。事故の

初動対応は、救助、避難、消火及び爆発物処理、区域の安全性の確保及び人命

の損失やさらなる財産損害を防ぐために早急に必要なその他の措置といった要

素を検討する。調査は初動対応の後に行われる。

３．６．１．４　事故可能性ソーン

　国防省航空施設周辺整合利用地域指令（国防省指令第４ １６５．７号［国防

省、２００５年］）は、事故が発生した場合に影響を受ける可能性のある区域と

して、空港のクリアソーン及び事故可能性ソーンを定めているが、事故率は予

測していない。航空機事故の可能性はごくわずかだが、米海兵隊は、固定翼機

及び回転翼機の滑走路及びヘリパッド周辺の事故可能性ソーンを特定し、飛行

場の運用に整合する開発を促進するための土地利用の勧告を行っている。過去

の航空機事故のデータに基づき指定された事故可能性ソーンには、事故の可能

性が高く、土地利用に制限がある地域に該当するクリアソーン、事故可能性ソ

ーン｜及び11のサブエリアが含まれる。クリアソーン、事故可能性ソーン｜及

び|¶の外においては、航空機事故の危険性が高くないため、土地利用計画に特

別な検討を要しない。海軍作戦本部指令第１ １０１０．３６Ｃ号は、固定翼の

滑走路及び回転翼の有視界方式着陸帯又は滑走路における事故可能性ソーンの

寸法を示している。

　国防省航空施設周辺整合利用地域指令の第２ｃ節に基づき、これらの要件は

基地内の計画目的のみのためであり、施設が米国外に所在する場合は適用可能

な国際協定の要件を満たさなければならない。普天間飛行場では、事故可能性

ソーンは滑走路のクラス又はヘリパッドの種類､航空機運用の回数及び種類（第

３．２節参照）、及び滑走路建設日によって指定されている。図３、６－１は、

普天間飛行場の現在のゾーンを示している。全ての固定翼の使用滑走路に必要

とされる大きなクリアソーンは、滑走路０６／２４の両端から基地外に広がっ

ている。固定翼機の運用が多くないため、滑走路０６／２４は安全性の目的の

ための事故可能性ソーンｌ及び||を必要としない。回転翼機の小さいクリアソ

ーン及び事故可能性ソーン｜はヘリパッド１、２、３及び限定区域着陸地のた

めの滑走路と並行して広がっている。これらの狭く短いソーンは、回転翼機の

運用にのみ適用される。さらに、海軍作戦本部指令第１ １０１０．３６Ｃ号に
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従い、事故可能性ソーン｜及び||は普天開飛行場の管理着陸帯では指定されて

いない。

３．６．２　環境への影響

３．６．２．１　航空機事故

　ＭＶ－２２は、運用上の安全性に係る優れた実績のある、極めて高性能の航

空機である。１０年以上前の開発・試験段階では、ＭＶ－２２のクラスＡの事

故が２件記録されている。２０００年１２月の２件目の事故後、全てのＭＶ－

２２は１７ヶ月開飛行停止になった。こうした事例の結果、機体の電気・油圧

システムの設計のやり直しによって、２００２年５月に飛行再開となり、２０

０４年に運用状態となった。それ以降、海兵隊及び海軍の航空システム司令部

の試験隊によって飛行される改良型ＭＶ－２２において、更なる能力と併せて、

更なる安全性・信頼性・保全性における改良が行われてきた。
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　２００４年に海兵隊が飛行運用を再開して以降、ＭＶ－２２は１０万飛行時

間以上を記録し、ハイチでの人道支援／災害救助活動への援助、リビアでの撃

墜された米パイロット救出への参加、イラク及びアフガニスタンでの戦闘活動

への支援、MEU展開の複数回の実施を成功させてきた。 2･004年から２０１１

年にかけては、ＭＶ－２２は８９、２ １５時間飛行し、２００８年にクラスＡ

の事故が一件あった。ＭＶ－２２の事故率の実態を示すため、テスト段階での
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クラスＡの事故回数（運用状態に到達する以前）と運用状態に到達した後の事

故回数が表３．６－３に示されている。ＭＶ－２２の全体事故率（開発段階で

のクラスＡの事故を含む）は、１０万飛行時間あたり３．３２であり、Ｈ－４

６の５．７４より低い。しかし、２００４年に運用状態に達して以降、ＭＶ－

２２は米海兵隊の平均事故率である１０万飛行時間あたり１．１２よりも良い

安全記録を一貫して実証してきている。同期間中のＣＨ－４６の事故率は１０

万飛行時間あたり１．１４である。

Table 3.6,3.ClassA FlightMishaps foi the MV-22

Fis(alYear FlighiHours MisllaPs
(lissAMihipRitePer

　100,000 F14ht Hour5

ptioflo箕●･dlingopを-alStitus

1999 416 ○ ０

2000 221 １ 452.5

2(X)1 470 １ 212.8

20021 Ｎｏｎｅ ０

20031 Ｎｏｎｅ ０

一一
2004j 1,986 ０ ０

2005 3.921 ０ ○

2006 5767 ０ ０

2007 9,398 ０ ０

200S 14,034 １ 7.13

2009 131a8 ０ ○

2010 16668 ０ ０

2011 242S6 ０ ０

Total 90,3ZZ ３ 3.32

,,。｡－.l・ゝ...み＆｡｡。1.f1.d゛･itnfiRetu。st。FEi≒tStitusぶ/

Saufr・.NivySi≒tyCe耐er加11

　ＭＶ－２２と共に到着するパイロットは、同機の操縦に熟練している。加え

て、換装されるＣＨ－４６とは異なり、ＭＶ－２２を操縦するパイロットは広

範囲でシミュレーターを使用する。こうしたシミュレーターは、飛行運用の全

ての面における訓練、とりわけ、かつては実際の機体を使用して行われていた

応急措置の訓練を提供する。この徹底したシミュレーター訓練により、パイロ

ットのミスによる事故に関連したリスクは最小限になる。現在のシミュレータ

ー及び関連したコンピュータプログラムにおける洗緯度と忠実度は、航空機技

術における進歩に比例するものである。

３．６．２．２　バードストライク

　海兵隊普天間飛行場周辺におけるバードストライクの危険性の現状からの変

化は、測定できる程度のものではない。そもそもこれは、ＭＶ－２２の配備に

関連して総運用が１１％減少することに原因がある。加えて、ＭＶ－２２によ

る運用は、現在のパラメータ内での減少となり、現在のバードストライク回避

手続きは引き続き有効となる。
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３．６．２．３　緊急及び事故への対応

　ＭＶ－２２は海兵隊普天間飛行場に配備されたことはないため、基地の緊急

時及び事故対処計画は、機体特有の対処行動をもって更新される。この更新に

より、海兵隊普天開飛行場における安全状態は、現状に似たものになる。緊急

対応に係る現在の相互支援の同意は継続され、人員や機器が追加で必要になる

ことはない。よって、ＭＶ－２２の配備により事故対応の所要が増加または変

化することはない。

　３．６．２．４　事故可能性ソーン

　提案されている行動のどの側面においても、既存の事故可能性ソーンでの工

事、修復、インフラ整備といった事業の必要はない。提案された行動では、現

状と比べて、飛行場の運用が１ １％減少する。ＭＶ－２２は、現在の運用環境

に類似した飛行場環境で運用される。同機は設定されている現地の離着陸パタ

ーンに引き続き従い、飛行航路が新設されることはない。海兵隊普天間飛行場

での提案されているＭＶ－２２の運用は、現在の事故可能性ソーンに影響を与

えたり変化をもたらすものではない（ワイル社、２０１２年）。よって、飛行活

動及び運用が安全性のリスクを増大させることにはならず、事故可能性ソーン

又はクリアソーンに関達した影響はない。

３．７　　生物資源

　　生物資源には、生存している、土着又は帰化した動植物及びその動植物が存

在する生息地を含む。植物群は一般的に植生と呼ぱれ、動物種は野生生物と呼

ばれる。生息地は、ある植物や動物が占有する場所の資源及び状態と定義づけ

られる（ホール他、１９９７年）。生物資源の存在と保護は本質的に貴重である

と同時に、社会に対して美観的、娯楽的及び社会経済的な価値をもたらす。日

本環境管理基準は「自然資源及び、米国又はしかるべき日本政府当局により絶

滅の恐れがあると宣言された動植物種の適切な保護、拡充及び管理を保障する

ために必要な計画やプログラムjを必要とする（在日米軍司令部、２０１０年）。

本環境レビューの目的のため、こうした資源は大きく３つに分類される:植生、

野生生物及び保護種である。･海兵隊普天開飛行場における生物資源に係る主要

な情報源は、統合自然・文化資源管理計画j（海兵隊基地キャンプ・バトラー、

２００９年）である。

　　植生の型には、個別の構成種と同様、現存する睦生植物の群生も含まれる。

　影響を受ける植生の環境には、地面での工事の可能性のある区域のみを含む。

　　野生生物とは、一般的に、全ての魚類、両生類、は虫類、鳥類及びほ乳類を
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含むが、別のものとして扱われる保護種と認められるものは含まれない。日本

政府はまた、いくつかの動植物種を、絶滅、野生絶滅、絶滅危惧、準絶滅危惧、

地域個体群に指定し、これらはレッドリストと呼ばれる。本リストは１８、０

００種以上の種から構成されており、種特有の生息地、生活環及びレッドデー

タブック内の関連情報と共に公表されている。日本環境管理基準では、レッド

リストの種に対する法的保護は与えられていない（海兵隊基地キャンプ・バト

ラー、２００９年）。レッドデータブックは、どの動植物が全滅の危機に瀕して

いるかを人々が理解する手助けとして出版されている。渡り鳥は、渡り鳥保護

条約に基づき、日米間の協定で保護されている。

　保護種は、絶滅危惧種又は天然記念の動植物で、米国又はしかるべき日本政

府当局により保護されるものである。日本環境省は、絶滅危惧種及び自然環境

の保護を目的とした「絶滅の恐れのある野生動植物の腫の保存に関する法律」

を定めた。

　天然記念物は、日本の文化資源保護法で指定･保護されている動植物を含む。

日本政府の天然記念物は、沖縄県を含む全国で保護される。国の天然記念物に

加え、沖縄県でも「県の天然記念物」が指定されており、その管轄内でのみ保

護されている。

３．７．１　現在の環境

　沖縄南部に１、１ ８０エーカーに渡って位置する海兵隊普天開飛行場は、開

発・都市化が進んだ土地に囲まれている。飛行場そのものは、東側の基地境界

に沿って広がる非常に維持管理のされた小さい森林ソーンの風景によって特徹

づけられる。提案されている行動においては、海兵隊普天間飛行場は、ほとん

どのＭＶ－２２の運用が開始され、要員が生活し、基本的な維持管理が行われ

る場所である。こうした活動は､現在の使用が継続することを示すものである。

３．７．１．１　植生

　２ ０００年に、宜野湾市教育委員会は、広範囲に及ぶ自然資源調査を、海兵

隊普天間飛行場を含む宜野湾市において実施した。８種のシダ類を含む計４６

種の維管束植物が植物調査で特定された。海兵隊普天間飛行場の植生は大きく

２グループに分類される：草地と森林地帯である。草地は、既存の工作物及び

海兵隊普天間飛行場中心の滑走路や誘導路に沿った部分に主に分布し、風車草

　（オヒゲシバ層）やシマスズメノヒエ（パスパルム層）のような外来草によっ

て占められる。森林地帯は海兵隊普天間飛行場の南東及び北部の境界沿いに分

布し、オオバギ、オオアカギ、ホルトノキといった土着の種から成る（海兵隊

基地キャンプ・バトラー、２００９年）。は虫類や昆虫が多く生息するため、基
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地の南東部の森林地帯はこうした種にとって、外界の影響を受ける生息地であ

る（図３．７－１）。
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３．７．１．２　野生生物

　宜野湾市により実施された自然資源調査により、普天間飛行場に多数の動物

種が確認された。合計で２６種の鳥類、うち１２種が移動性の種で構成されて
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おり、北部及び南東部の森林地帯及びその周辺で発見された。観察された種に

は、アメリカムナグロ、リュウキュウツバメ及びリュウキュウメジロが含まれ

る。調査では、北部及び南東部の森林地帯の７種のは虫類及び５種の両生類に

ついて､特に言及された。沖縄県の天然記念物に指定された１種(以下を参照)

及び４１種のクモを含む、合計２５２種の昆虫も文書に記録された(海兵隊基

地キャンプ・バトラー、２００９年)。２０１０年１月から１１月の間に実施さ

れた野生生物危険アセスメントにより、以前は普天間飛行場で記録されていな

かった２０種の鳥類が識別された。

３．７．１、３　保護された種

　過去の自然資源調査において、普天間飛行

場内では、国により保護された種は識別され

なかった。調査により、日本語名でフタオチ

ョウとして知られている、沖縄県の天然記念

物に指定された１種が、基地の境界線の南東

側に沿った森林地帯にいることが文書に記

録された。普天間飛行場のフライトライン及

び他の現在使用されている部分から十分に

離れたこの森林地帯は、フタオチョウの脆弱な生息地として定義されてきた（図

表３．７－１参照）。しかしながら、統合自然・文化資源管理計画（海兵隊基地

キャンプ・バトラー、２００９年）は、このエリアに係る特定の管理及び保護

の取組を明細に記していない。２０１０年の野生生物危機アセスメントでは、

国内の絶滅危惧種であるハヤブサを識別し、日本環境管理基準の下で保護した。

日本では、ハヤブサは定住の繁接種であるが、しかしながら、日本以北に生息

する種は、冬季は、日本に移り住む可能性がある。

３．７．２　環境への影響

　提案されている行動Jこ関連した、地面工事は発生せず、普天間飛行場の着陸

帯は整備された土地上にある。コンテナ型シミュレーターのコンクリートパッ

ドの建設は、以前に工事された地面で行われることとなる。従って、普天間飛

行場内あるいは付近に位置する植生あるいは植物種が有害な影響を及ぼすこと

はない。それに、たとえあったとしても、野生生物への影響はごくわずかとな

る。更に、この地域の野生生物は、開発され、都市化された環境に順応し、建

設計画に関連するいかなる騒音によっても、影響を受けることは少ないと思わ

れる。

　普天間飛行場における航空機運用に関連した騒音レベルは、現状から大きく
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異なることにはならない｡漸増的に､地域騒音等価レベルの騒音コンターでは、

同じエリアにおいて､同じレベルの影響を及ぼすこととなる。対照比較により、

ホバリングモード以外の全てのモードの下では、各飛行場面においても、離陸

するＣＨ－４６Ｅが、ＭＶ－２２よりも高い騒音レベルを生じることが示され

ている（表３．３－５参照）。全体的にみて、騒音レペルの変化がないため、同

様もしくはより騒音の大きな航空機運用に既に慣らされた野生生物にも、保護

種にも影響を及ぼさない。。

　保護種（フタオチョウ）の生息地として知られている場所は、普天間飛行場

の境界の南東に沿っているものの、このエリアの最も近接した部分は、ＭＶ－

２２の離着陸場所から約４００フィート離れた場所にある。この距離において

は、ＭＶ－２２に関連する下降気流は、この種あるいは生息地に影響を与える

ことはない。

３．８　文化資源

　文化資源管理の目的は、在日米軍及び日本政府の任務と一致する施設に存在

する文化資源の最適の保護策を提供することである。１９９６年制定の米国文

化資源保護法第４０２項は、２０００年に修正された通り、「世界遺産リストあ

るいは米国国家登録財と同様の、適切な国家レベルのリスト上の財産に、直接

または不利に影響を及ぼす可能性を有する、米国外で連邦政府が引き受けたい

かなる事業の承認に先立って、上記の事業における直接あるいは間接の管轄権

を有する連邦政府機関の長は、いかなる不利な影響も回避し、あるいは軽減す

る目的により、事業が財産に及ぼす影響を斟酌するものとする」とされている

　（合衆国法律集第１６章第４７０ａ－２項）。交渉を通じて、日米両国は、日本

環境管理基準の下で、日本国内の米軍施設における文化資源の取扱に係る基準

に合意してきた。

　日本環境管理基準の第１２章により、事業の計画段階において、歴史的資源

あるいは文化資源への悪影響を考慮することが必要とされている。歴史的資源

あるいは文化資源は、日本管理基準により、「地域、建物、建造物あるいは物体

に関連する手工品、考古学資源、記録及び有形の遺跡として定義され、国の伝

統文化及び歴史の一部として重要であると考えられている自然資源（植物、動

物、地形の特質等）も含まれる｡」（在日米軍司令部、２０１０年）米国国家歴

史登録財の日本における同等物によれば、「重要な」資源は、最低１ ００年以上

のものであり、世界の歴史、日本の歴史あるいは地域の歴史に取って重要なも

のでなければならない。日本政府は、これらの文化資源を６つのカテゴリーに

分けている：有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念碑、文化的景観及び

歴史的建物の集合（海兵隊基地キャンプ・バトラー、２００９年）。有形文化資
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源のカテゴリーに含まれるのは、貝塚、古墳、宮殿のあった場所、城、歴史的

価値のある住宅及び歴史的あるいは学術的な高い価値を有する場所といった、

歴史的な場所にある重要遺物である。美観地区は、庭園、橋、峡谷、海岸、山

及び高い芸術的あるいは美的価値を有する他の美観地区を含む、他の記念碑カ

テゴリーを含んでいる。自然の遺物、あるいは天然記念物には、動物、植物及

び地質特性及び高い科学的価値を有する鉱物が含まれる。

　日本環境管理基準は更に、「以前はー覧に記載されていなかった、歴史的資源

あるいは文化資源である可能性のある資源が、国防省の行動指針により発見さ

れた場合は、新たに発見された項目は、基地の司令官による最終的な配置が決

定するまでの間、保存され、保護されるものとする。最終的な配置の決定は、

適切な日本側の当局と調整した後、基地司令官によりなされるものとする」と

している。

３．８．１　現在の環境

　普天間飛行場に係る文化資源目録の最新版は、１９９３年に準備されたもの

である（米海兵隊基地キャンプ・バトラー、２００９年）。この目録によると、

普天間飛行場内で、２６の埋蔵文化資源、９箇所の史跡及び２０の天然記念物

を含む５５項目が報告されている。２０００年以来、沖縄県及び宜野湾市教育

委員会は、埋蔵文化資源の完全な目録地図を作成するため、普天間飛行場にお

いて、考古学調査を実施してきた。現在のところ、この地図及び関連する地理

情報システムデータベースにより、前期の貝塚時代（約３、５００年前）から

第二次世界大戦までに及ぶ史跡及び泉、井戸及び洞穴といった天然記念物を含

む、確認された８０箇所以上の場所が記録されている。宜野湾市教育委員会及

び沖縄県による試掘が進行中であるので、普天間飛行場において記録される文

化資源の数は増加し続けている。沖縄県及び宜野湾市教育委員会が、現地で最

新の調査を実施しているため、米海兵隊基地キャンプ・バトラーは、現在、沖

縄県と宜野湾市教育委員会が作成している普天間飛行場の文化資源目録に頼っ

ている。

　普天間飛行場には、統合自然資源及び歴史的資源管理計画（米海兵隊基地キ

ャンプ・バトラー、２００９年）において、遺跡発掘現場を含まれている可能

性が高い関心エリアとして記載されていた多数のエリアがある。特に、基地の

北東の端の石灰石質の丘及び周辺地域は、有史以前の居住者が、強力な海風か

ら身を守るためにこのエリアを利用したことに基づき、遺跡発掘現場が非常に

集中していることが特筆されてきた。天然記念物のカテゴリーとして認識され

る、洞穴が基地内にかなりある。それらの洞穴の多くは、地元コミュニティに

とって祭式の面で重要であり、有史以前の時代から現代まで、重要性が持続し
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ていたことを示す考古学的資源が含まれている。基地内に現存する自然の泉は

また、儀礼的かつ文化的に重要であると言及された。多数の泉の遺跡は、近世

時代（沖縄の歴史における近代、１７世紀から１９世紀まで）の間、土壌侵食

を防止し、清潔な飲用水を維持するために、歴史的に改変されてきたものであ

る。考古学的遺跡の１つは、沖縄において、早期に農耕が行われていたことの

証拠を提供している（米海兵隊基地キャンプ・バトラー、２００９年）。上原湯

原遺跡には、中期貝塚時代（約２、５００年前）の陶器片、手鋤の溝及び水飲

み場が含まれている（米海兵隊基地キャンプ・バトラー、２００９年）。

　世界遺産遺跡も、日本政府による同等の国内登録制度の財産も、普天開飛行

場内では確認されていない（米海兵隊基地キャンプ・バトラー、２００９年）。

フタオチョウのような天然記念物種については、基地において確認されている。

普天閣飛行場における保護種の議論のため、第３．７節を参照のこと。

３．８．２　環境への影響

　提案された行動には、ＭＶ－２２航空機を運用し、整備し、支援するため、

普天間飛行場において約４００名の要員（総数の変化なし）の交代が含まれる

こととなる。普天間飛行場におけるＭＶ－２２の人員は、ＣＨ－４６Ｅ航空機

に関連する人員と交代し、普天間飛行場における総数の人員は増加することは

ない。飛行場における運用は減少し、結果として騒音レペルは、現状と非常に

類似したままとなる。従って、普天間飛行場の文化的資源に関し、詳細に評価

されることとなる、唯一影響を与える可能性のあるものは、現在の飛行シミュ

レーターの近くに新たにシミュレーターパッドを建設することである。

　新たなコンクリートパッドの拡張は、現存のフライトシミュレーター付近に

提案されており（図表２－３参照）、地上における障害物となるであろう。コン

テナ型シミュレーター施設２棟はコンクリートパッド上に建設される。　２０１

１年、考古学調査に係る試掘が、コンクリートパッドの提案された場所で実施

された。３メートル×３メートルを１単位として、２箇所において、深さ２．

４メートルまでバックホーで掘削された。掘削により、混乱した第二次世界大

戦後の土砂や近代の表土が掘り出された。この場所で発見された埋蔵物は、世

界遺産、あるいは日本政府による同等の国家登録財として見なされず、歴史的

にあるいは学術的に高い価値を有していなかった（環境科学、２０１１年）。従

って、普天間飛行場における提案された行動により、文化資源に対し、重大な

害を与えることはない。
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